＊2026年4月発行「すこやか」に差込み予定
２０２６年３月
被保険者のみなさまへ
日油健康保険組合
『健康保険料率の引き上げ』と『子ども・子育て支援金の徴収開始』について

２０２６年度から「健康保険料率を改定（引き上げ）」することが、２月１２日の組合会で議決されました。また、国による「子ども・子育て支援金」の徴収も開始されます。
被保険者のみなさまのご理解をいただきますようお願い申し上げます。

●保険料率の改定内容　　　　　　　　　　　　　　単位：‰（パーミル=1/1000）
	
	2026年度
	2021～2025
	2017～2020
	2015～2016
	(参考) 協会けんぽ

	健康保険料率
	１０３.０
	９８.０
	９３.０　
	８８.０
	９９.０

	会社負担分
	５９.０
	５７.５
	５５.０
	５２.５
	４９.５

	被保険者負担分
	[bookmark: _Hlk220397289]４４.０
	４０.５
	３８.０　
	３５.５
	４９.５


＊協会けんぽ：健保組合を保有しない企業等が加盟する「全国健康保険協会」の略称
＊任意継続被保険者の方は会社負担がないため全額被保険者負担となります

●保険料率の改定理由について
　当組合では、日本全体の高齢化に伴い、医療費及び高齢者医療制度への納付金が増加しています。２０１６年以降は、C型肝炎やがん治療薬などの高額新薬の保険適用化により医療費や納付金が増加し、２０１７年、２０２１年と料率引き上げを行ってきました。しかしその後も、更なる超高齢化の進行や超高額薬剤の相次ぐ開発・普及により支出は増え続けています。とりわけ、当組合の支出の半分以上を納付金が占める状況となっており、自助努力だけでは解決できない構造的な課題となっています。こうした結果、２０２３年度以降は、毎年２億円を超える経常赤字が続いており、この状況はしばらく継続することが見込まれることから、今回の料率引き上げの判断に至りました。
　なお、会社負担割合は「協会けんぽ」に比べてすでに相当高い水準にあります。そのため、健康保険組合を所管する厚生労働省の指針に照らし、医療保険制度を維持（健康保険組合の継続）していくため、被保険者の皆様にも応分のご負担をお願いするものとなりました。
（参考：協会けんぽとの料率比較）
　全体＋４.０‰（会社負担＋９.５‰、被保険者負担▲５.５‰）

●健康保険組合継続のメリットについて
　当組合には、協会けんぽに比べて健診、保健指導等の健康づくり事業が充実していることに加えて、高額医療の際の独自給付（付加給付）によって自己負担限度額が１か月２万円で済むという大きなメリットがあります（協会けんぽの場合は、所得に応じて約６～２６万円/月の負担）。

●今後の保険料率の考え方について
今後についても現在の支出が予測困難で変動性の高い納付金に大きく影響されること、超高齢化や医療の高度化による医療費の増加が引き続き予想されること、そして積立金等財産の余裕がないことから、単年度ごとの支出状況を精査したうえで、保険料率を設定（改定）していくことになります。
保険料率の見直しは、被保険者のみなさまと会社の双方にとって影響が大きいため、法改正などの政府の動きも注視しながら、慎重に検討してまいります。
当組合としては、引き続き医療費や納付金の適正化（抑制化）に有効な保健事業（健診結果に基づく特定保健指導、高齢者保健指導、重症化予防事業等）に取組んでまいります。
また、上部団体である健康保険組合連合会を通じて政府や厚生労働省に対して、高齢者医療費の負担構造の見直しによる現役世代（健保組合）の納付金負担軽減と持続可能な医療保険制度の再構築を強く求めてまいります。

●被保険者負担保険料の引き上げ額（＊在職中の方の例）
[bookmark: _Hlk205460382]【標準報酬月額４４万円の場合】
健康保険料
２０２５年度：　４４０,０００円×４０.５‰＝１７,８２０円
[bookmark: _Hlk205460401]２０２６年度：　４４０,０００円×４４.０‰＝１９,３６０円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引き上げ額：１,５４０円／月
[bookmark: _Hlk205463899]【賞与支給額１００万円の場合】
健康保険料
２０２５年度：１,０００,０００円×４０.５‰＝４０,５００円
[bookmark: _Hlk205463918]２０２６年度：１,０００,０００円×４４.０‰＝４４,０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引き上げ額：３,５００円／期

●子ども・子育て支援金の徴収開始について（被保険者負担額）
　２０２６年度から、子ども・子育て支援金の徴収が始まり（２０２６年５月度給与から）、健康保険組合等各医療保険者が徴収事務を担当（代行徴収）することとなりました。
【標準報酬月額４４万円の場合】
２０２６年度：　４４０,０００円×１.１５‰＝　 ５０６円／月
【賞与支給額１００万円の場合】
２０２６年度：１,０００,０００円×１.１５‰＝１,１５０円／期
＊子ども・子育て支援金の料率は会社負担分・被保険者負担分ともに2026年度は1.15‰ですが、2027年度以降に段階的に引き上げられる予定です。
